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教育委員会７月定例会会議録 
 

日 時  令和２年７月１４日（火） 午後１時３０分から午後１時４５分まで 

 

場 所  市役所１１階南会議室 

 

出席者 

（教育委員） 

教 育 長  吉 川 真由美   教育長職務代理者  湯 澤   晃 

委 員  奈 良 知 彦   委 員  石 井 裕 美 

委 員  溝 口 健 介 

 

（事 務 局） 

教 育 次 長  高 橋 宏 幸   指導担当次長  山 中 茂 樹 

総 務 課 長  片 貝 伸 生   生涯学習課長  若 島 敦 子 

総合教育プラザ館長  板 橋   均   前橋高等学校事務長  鵜 野 明 広  
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これより前橋市教育委員会７月定例会を開会いたします。 

 

直ちに本日の会議を開きます。 

 

６月定例会の会議録については、既に配付済みであります。記載事項に

異議等ありませんか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

異議のないものと認め、承認いたします。 

 

日程第一。会期の決定ですが、本会議の会期は、本日一日といたしま

す。 

 

日程第二。会議録署名委員の指名ですが、本日の署名委員に湯澤委員と

奈良委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

日程第三。教育長提出の諸報告について、報告いたします。 

はじめに、教育長より総括的報告を申し上げます。 

 

総括的報告 

総括的報告を申し上げます。お手元にレジュメを配付させていただき

ましたのでご覧ください。 

第２回定例市議会が開催されまして、６月１８日、１９日、２２日の３

日間にわたり総括質問が行われました。質問の内容につきましては、一覧

表を送付させていただきました。今回は、新型コロナウイルス感染症への

学校での対応について非常に多くの質問があり、その内容も、感染防止対

策、学びの保障、学校給食、そして再開後の学校運営やＧＩＧＡスクール

構想についてなど非常に多岐に渡りました。また、４月に教育長就任後初

めての答弁の場をいただきました。民間人としてこれまでの経験を教育

にどのように活かしていくのか、前橋の教育をどのように捉えているか、

などの質問があり、コロナウイルス感染症に対応しながら児童生徒はも

とより前橋で学ぶ全ての方のために力を尽くしたいと、教育長としての

所信を申し上げました。例年ですと、行事や会議がたくさんあるこの時期

ですが、引き続き延期や中止が続いております。しかしながら変化も見ら

れます。市内の校長先生方の６月の会議では、３密を回避するためＷＥＢ

会議システムを使い会場を分けて実施をされました。また、教頭先生方の

会議などは、一同が会場に集合することなく、各学校からＷＥＢでの参加

をすることが可能となるなど、教育委員会、学校現場で、新しい生活様式

に向けた取組が着々と行われております。教職員の多忙化解消の観点か
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らも、このような取組を積極的に取り入れてまいりたいと思います。以上

です。 

 

報告１ 令和２年７月１日付け職員の昇格について 

昇格者につきましては、技能労務職の５級昇格者が４人、４級昇格者

が４人。また、一般行政職の３級昇格者が１人、２級昇格者が４人の合

計１３人でございます。以上でございます。 

 

以上の報告について、質疑等ございますか。 

なければ、以上で質疑を終わります。 

 

日程第四。教育長提出の議案を上程いたします。 

それでは、議案第１６号から議案第１８号までを議題といたします。説

明をお願いします。 

 

 議案第１６号 前橋市公民館運営審議会委員の変更に伴う委嘱につい

て 

前橋市公民館運営審議会委員につきましては、社会教育法第２９条及

び第３０条並びに前橋市公民館条例第８条、第９条及び第１０条の規定

に基づき、「学校教育及び社会教育の関係者」、「家庭教育の向上に資す

る活動を行う者」、「学識経験のある者」のうちから、教育委員会が委嘱

しております。 

このたび、現在の審議会委員の任期が令和２年６月３０日で終了とな

るため、公募２名を含む１５名を新委員として委嘱するものでございま

す。３ページをご覧ください。委員構成案でございます。各区分から選出

させていただきました。名簿の１４番、１５番が公募となっています。 

なお、任期は新型コロナウイルス感染拡大予防のため、１回目の審議会

日程を遅らせたことにより、令和２年８月１日から令和４年７月３１日

までの２年間とし、８月に委嘱式を予定しております。ご審議の程、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

議案第１７号 令和３年度に使用する前橋市立小・中・特別支援学校

教科用図書の採択について 

令和３年度に使用する前橋市立小・中・特別支援学校の教科用図書の採

択について教育委員会の議決を求めるものでございます。 

まず、小学校についてですが、令和３年度に使用する教科書につきまし

ては、県教委より示されている「令和３年度使用義務教育諸学校教科用図

書採択基準」にて、今年度使用する教科用図書と同一のものを採択すると

示されております。従いまして、令和３年度に小学校において使用する教

科用図書につきましては、５、６ページにございますように、今年度と同

じ教科用図書の採択をお願いいたします。 

次に、中学校についてですが、群馬県教科用図書採択中毛第一地区協議
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会の「採択基準」に基づきまして、文部科学省の「令和３年度使用中学校

用教科用図書目録」に登載されている教科用図書のうちから採択するこ

ととなります。そこで、本市、渋川市、吉岡町、榛東村、4市町村合同に

よる中毛第一地区協議会にて、各教科の調査員会をおき、各教科用図書に

ついて十分な調査研究を行いました。その調査結果を基に６月２９日の

中毛第一地区協議会にて審議を行い、資料７、８ページにございます各教

科用図書が、中毛第一地区の生徒に最もふさわしい教科用図書として選

定されました。 

選定にあたっては、「主体的・対話的で深い学び」の実現、表現及び分

量の２観点に加え、発展的な学習内容の取扱い、教科等横断的な視点に立

った資質・能力の育成、実生活や他教科等との関連、教材の選定、題材の

設定・配列、教科の特質に応じた指導の充実の５観点の中から、教科の特

性により、４つの観点を選択し、合計６観点から調査を行いました。 

さらに、特別支援学校についてですが、「令和３年度使用義務教育諸学

校教科用図書採択基準」及び「学校教育法附則第９条の規定による教科用

図書を採択する場合の基本的事項」により、前橋市教育委員会が前橋市立

前橋特別支援学校の申請を基に採択することとなっております。 

前橋市立前橋特別支援学校から、児童生徒の障害の種類や程度、発達段

階を考慮し、９ページから１４ページにありますように、学校教育法附則

第９条の規定による絵本等の一般図書が申請されておりますので、採択

をお願い致します。本市としましては、資料にございます教科用図書を採

択してくださいますようお願い致します。以上ですが、ご審議をお願い致

します。 

 

議案第１８号 令和３年度に使用する前橋市立前橋高等学校の教科用

図書の採択について 

この議案は、令和３年度に使用いたします前橋市立前橋高等学校の教

科用図書の採択について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２１条第６号の規定に基づき、前橋市教育委員会の議決をお願いするも

のです。 

教科用の図書の選考に当たりましては、群馬県立学校教科用図書採択

方針に基づきまして、校内において教科毎に選定作業を行い、令和３年度

教科用図書の採択申請をさせていただきました。 

選考いたしました教科用図書は、いずれも文部科学省の教育課程に則

り選定をさせていただいております。１６ページに本校の教育課程表を

掲載させていただいております。 

始めに１７ページでございますが、令和３年度の１年生が使用する教

科書でございます。 

次に、１８ページから２２ページまでが、２年生の総合用、文理系の文

系用と理系用、文系用、理系用の教科書でございます。 
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次に、２３ページから２７ページまでが、３年生の総合用、文理系の文

系用と理系用、文系用、理系用の教科書でございます。 

教科書一覧表の備考欄に丸印のついている教科書・準教科書は、前年度

から継続使用となっているものです。また、四角の塗りつぶしについて

は、検定済みの教科書を準教科書として新たに購入して使用するもので

す。 

いずれの学年の教科書、さらには学校選定科目として使用する準教科

書においても、文部科学省の検定に合格した教科用図書であり、本校の教

育課程に沿って学力向上を図り、進路実現を図ることのできる図書の選

定を行ないましたので、ご採択いただけますよう、ご審議をお願いいたし

ます。説明は、以上でございます。 

 

ただいま提案説明のありました議案について質疑に入ります。ご意見

等がございましたらお願いします。 

 

ご意見等がなければ、以上で質疑を終了します。 

それでは、議案第１６号から議案第１８号までについて、原案どおり可

決することに異議ありませんか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

異議のないものと認めます。よって、議案第１６号から議案第１８号ま

でについて原案どおり可決いたします 

 

日程第五。その他について報告事項がございます。説明をお願いいたし

ます。 

 

その他１ 行事について 

行事についてご説明させていただきます。議案書２８ページをご覧く

ださい。８月の行事予定ですが、８月１７日月曜日午後２時００分より教

育委員会８月の定例会を予定しております。場所は１１階南会議室です

ので、よろしくお願いいたします。（ほか、資料の主だった予定を紹介） 

続いて議案書の２９ページをご覧ください。９月の行事予定ですが、９

月１６日水曜日午後２時００分より教育委員会９月の定例会を予定して

おります。場所は１１階南会議室ですので、よろしくお願いいたします。

（ほか、資料の主だった予定を紹介）行事につきましては以上です。 

 

総務課からの行事予定で、次回の定例会についてですが、９月１７日月

曜日の午後２時ということでよろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 
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では、８月定例会については８月１７日月曜日、午後２時からと決定し

ます。 

また、９月定例会については９月１６日水曜日、午後２時から予定する

ことで、よろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

では、９月定例会については、９月１６日水曜日午後２時からというこ

とで、お願いいたします。 

ほかに、ただ今の報告について質疑等ございますでしょうか。 

 

質疑等がなければ、以上で質疑を終わります。 

 

以上をもちまして教育委員会７月定例会を閉会いたします。 

 

（午後１時４５分） 

   


